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東根市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）（素案）の概要 

 

１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法と市行動計画  

（１）新型インフルエンザ等対策行動計画とは 市行動計画Ｐ１ 

〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が

発生した場合に備えた平時の準備、有事の対策を示した計画。 

（２）東根市における市行動計画改定の経緯 市行動計画Ｐ１ 

〇 令和２（2020）年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえ、令和６（2024）

年に政府行動計画、令和７（2025）年に山形県行動計画が改定。 

〇 本市においても、政府、県の行動計画の改定を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウ

イルス感染症以外も含めた幅広い呼吸器感染症等による危機に対応できる社会を目指して、平

成 26（2014）年３月に策定した「東根市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定すること

とした。 

（３）行動計画の対象となる感染症 市行動計画Ｐ２ 

〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）に規

定する下記の感染症（以下「新型インフルエンザ等」という。）を対象とする。 

① 新型インフルエンザ等感染症     （感染症法第６条第７項） 

② 指定感染症（当該疾病にかかった場合の症状の程度が重篤であり、 

かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）  （感染症法第６条第８項） 

③ 新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） （感染症法第６条第９項） 

２ 新型インフルエンザ等対策の目的と基本的な方針 市行動計画Ｐ３～４ 

〇 新型インフルエンザ等の感染拡大により、医療提供体制のひっ迫や社会機能や経済活動の低

迷が懸念されることから、①感染拡大の抑制、市民の生命及び健康の保護 ②市民生活及び地

域経済に及ぼす影響の最小化を目的として以下の基本方針のもと対策を講じる。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 的確な情報収集及び市民に対する迅速で正確な情報提供 

● 市民に対する速やかなワクチン接種の実施 

● 適切な感染拡大防止策及び経済活動・社会活動への影響の最小化 

参考：国まん延防止に関する 
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３ 行動計画の改定のポイント 市行動計画Ｐ５～10 

①平時の準備の記載を充実 

〇 感染症危機への対応には、平時からの体制作りが重要である。平時の備えの充実や訓練によ

る迅速な初動対応の体制確立、情報収集・共有、ＤＸの推進等を行う。 

〇 対策項目ごとに、準備期（発生前の段階）、初動期（新型インフルエンザ等に位置付けられる

可能性がある感染症が発生した段階）、対応期の３期で設定。 

②対策項目の拡充 

〇 対策項目ごとに切替えのタイミングを示し、関係機関等においてもわかりやすく、取り組み

やすいものとするため、①実施体制②情報提供・共有、リスクコミュニケーション③まん延防

止④ワクチン⑤保健⑥物資⑦市民生活及び地域経済の安定の確保 の７項目に取り組む。 

４ 各対策項目の主な内容 市行動計画Ｐ15～30 

 

 準備期 初動期 対応期 

①実施体制 ・実践的な訓練の実施 

・業務継続計画の作成 

・関係機関の連携強化 

・市対策会議の開催及び

市対策本部設置の検討 

・人員体制強化の準備 

・市対策本部の設置 

・緊急事態宣言等への対

応 

②情報提供・

共有、リスク

コ ミ ュ ニ ケ

ーション 

・情報提供に配慮が必要

な方への情報発信方法の

検討 

・相談窓口設置の準備 

・市民への情報提供 

・コールセンター等の相

談窓口の設置 

・市民への情報提供の強

化 

・コールセンター等の相

談窓口の継続 

③ ま ん 延 防

止 

・基本的な感染対策やま

ん延防止対策への理解促

進（情報提供・周知） 

・高齢者・障がい者世帯等

の支援が必要な世帯の把

握 

・業務継続計画に基づく

対応 

・保育所や学校の休業等

の対応検討 

・まん延防止対策重点措

置等への対応 

・高齢者・障がい者世帯等

への相談受付・生活支援の

準備・実施 

④ワクチン 

 

新規 

・ワクチン接種の資材の

確保方法の確認、接種体制

の検討 

・オンラインシステムの

整備等、ＤＸの推進 

・接種体制の構築、必要な

資材等の確保に向けた調

整 

・特定接種、住民接種の実

施 

・健康被害救済制度への

対応 

⑤保健 

新規 

  ・県の患者支援（健康観

察、食事等の提供、物品の

支給）への協力 

⑥物資 

新規 

・感染症対策物資等、備蓄

品の把握・管理 

  

⑦ 市 民 生 活

及 び 地 域 経

済 の 安 定 の

確保 

・情報共有、連携体制の確

認 

・患者移送体制の整備 

・要配慮者等への生活支

援、搬送、死亡時の対応等

の検討 

・火葬体制の把握・検討 

・患者の搬送体制の確認 

・遺体安置施設等の確保 

・心身の影響を考慮した

対策の実施 

・要配慮者等への支援の

実施 

・患者移送への協力 

・火葬の円滑な実施 

・まん延防止対策で影響

を受けた事業者等への支

援の実施 

 


